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中央教育審議会への諮問

【諮問の主なポイント】

①学校が担うべき業務の在り方について
＜検討の視点＞

○ 学校と地域や家庭との役割分担の在り方及び連携・協議を進めるため、引き続き学校が担うべき業務の在り方

○ 作成が義務づけられている学校関係書類や各種調査業務等の精選

②教職員及び専門スタッフの担うべき業務の在り方及び役割分担について
＜検討の視点＞

○ 教員が本質的に担う業務について、また専門スタッフ等の役割分担及び連携の在り方

○ 次期学習指導要領の円滑な実施のため、学習指導や生徒指導等の体制の強化・充実

○ ＩＣＴの活用等による業務改善及びその効果的な実施体制の構築

③学校の組織運営体制の在り方及び勤務の在り方について
＜検討の視点＞

○ 副校長・主幹教諭・指導教諭の役割や主任の在り方、事務職員等の学校組織運営の体制及び効果的な学校マネジメント体制の

構築

○ 学校内の校務分掌や各種委員会等の整理・合理化

○ 学校の特殊性を踏まえた勤務時間制度及び勤務時間管理の在り方

○ 勤務状況を踏まえた処遇の在り方

◆平成２９年４月２８日の教員勤務実態調査の結果により、教員の長時間勤務の深刻な実態が明らかになったことを
受け、有識者や関係団体からのヒアリングを通じた論点整理を行い、同年６月２２日に中教審に「新しい時代の教育
に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策につい
て」諮問。
◆これを受け、初等中等教育分科会の下に新たな「学校における働き方改革特別部会（部会長：小川正人委員）を設
置し、審議を行っているところ。

（参考）
○「経済財政運営と改革の基本方針２０１７」（平成２９年６月９日閣議決定）においても、「教員の厳しい勤務実態を踏まえ、適正な勤務時
間管理の実施や業務の効率化・精選を進めるとともに、学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実や勤務状況を踏まえた処遇の見直
しの検討を通じ、長時間勤務の状況を早急に是正することとし、年末までに緊急対策を取りまとめる。」とされている。
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